
第２区画の掘り起こし及び埋設廃棄物の第３区画への移設にかかる考え方 

 

 

【１】第２区画の埋設廃棄物を掘り起こし、第３区画へ移送させて良い場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第 3 区画を早期に閉鎖した場合、既存の施設からの焼却残さ等を第 2 区画へ埋め立てる

ことも可（ただし、第 2 区画に覆蓋が建設されていることが前提） 

 

 

【２】第２区画の埋設廃棄物を掘り起こし、第３区画へ移送させてはいけない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第 3 区画に第 2 区画の埋設廃棄物を一部移設させ、満杯にするためには、第 2 区画に覆

蓋が建設されていることが必須である。 

 

 

第２区画 

積替 

第３区画 

◎移送可 

平成 29 年３月以前であっても、第２区

画への覆蓋により、同区画への雨水の

侵入を防止する措置を行った後であれ

ば、第２区画の埋設廃棄物を第３区画

へ移送することができる。 

第２区画 

積替 

第３区画 

×移送不可 

第 2 区画は、現在、ゴムシートにより遮水し、

浸出水の発生を防止しているため、覆蓋が建

設されていない状態での第 2 区画の掘り起こ

し及び埋設廃棄物の移送は不可 
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